
 補正書のレイアウト変更について 

 

 ＜改修概要＞ 

不動産登記及び商業・法人登記の申請における補正書のレイアウトについて，現状，登録免許税等の項

目以外を補正する場合は補正事項欄に入力することとしていますが，補正後の申請内容を入力する欄を新

設し，当該欄に入力された内容を補正情報として送信することができるよう改修を行います。改修前後の補

正書のレイアウトは以下のとおりとなります。 

 

補正書のレイアウトの変更点 

（１）不動産登記申請の補正書 

[変更前：申請用総合ソフト(4.4A)以前] 

 

 

 

 

 



[変更後：申請用総合ソフト(4.5A)] 

 



    （２）商業・法人登記申請の補正書 

[変更前：申請用総合ソフト(4.4A)以前] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[変更後：申請用総合ソフト(4.5A)] 

 


